
 

○
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

（
平
成
二
十
年
八
月
一
日
） 

（
政
令
第
二
百
四
十
五
号
） 

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

内
閣
は
、
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
並
び
に
そ
の
業
種
ご
と
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
従
業

員
の
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

業
種 

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額 

従
業
員
の
数 

一 

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業
並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造

業
を
除
く
。
） 

三
億
円 

九
百
人 

二 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業 

三
億
円 

三
百
人 

三 

旅
館
業 

五
千
万
円 

二
百
人 

附 

則 

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


